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この肌さわりなら！     

市立・県立・国立施設では、入場の時に「身体障害者手帳」を提示す

ると、料金が無料、または、割引になるところがあります。ここでは、

そのような施設の中から県立施設を紹介します。 

県立施設県立施設県立施設県立施設のののの使用料使用料使用料使用料のののの割引割引割引割引についてについてについてについて    

        次の県立施設を利用する時に、「身体障害者手帳」を窓口に提示する 

と、使用料（入場料）の減免（減額、または、免除）がなされます。 

   県立施設    住  所  電  話 

県近代美術館  水戸市千波 666-1 029-243-5111 

つくば美術館 つくば市吾妻 2-8 0298-56-3711 

天心記念五浦美術館 北茨城市椿 2083 0293-46-5311 

ミュージアムパーク 

県自然博物館 

岩井市大字大崎 700 0297-38-2000 

県立歴史館 水戸市緑町 2-1-15 029-225-4425 

フラワーパーク 石岡市下青柳 200 0299-42-4111 

アアクアワールド県大洗水族館 大洗町磯浜 8252-3 029-267-5151 

県植物園 那珂市戸 4589 029-295-2150 

  ◎詳しいことは、それぞれの施設に問合せしてください。 

この他にも、国立施設や鹿嶋市の施設でも、減免される所がありますので、公立の 

施設に行ったときには、入場券売り場で、必ず、聞いて相談しましょう。 

 

 


